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   函館市社会福祉法人および社会福祉施設指導監査実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 社会福祉法人（以下「法人」という。）および社会福祉施設（以下「施

設」という。）の指導監査は，社会福祉法（以下「法」という。），社会福

祉各法および関係通知等に基づき法人運営および事業経営について監査を

行うことによって，適正かつ円滑な法人運営と事業運営の確保を図ることを

目的として実施するものとし，この要綱は，指導監査の実施に関する基本事

項を定めるものである。 

 （指導監査の対象） 

第２条 指導監査の対象は，法人（本市の区域のみで事業を行うものに限る。）

および別表１に掲げる施設（以下「法人等」という。）とする。 

（指導監査の種類） 

第３条  指導監査の種類は，一般監査と特別監査とする。 

 （一般監査） 

第４条 一般監査は，法人等の運営について原則として実地により行う指導監

査であり，第６条に規定する実施計画に基づき実施するものとする。ただし，

法人等の運営等に問題が発生した場合，または通報，社会福祉法人現況報告

書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合は，必要に応じて随

時に指導監査を実施するものとする。 

２ 法人の指導監査は，毎年度法人から提出される報告書類により法人等の運

営状況を確認するとともに，前回の指導監査の状況を勘案し，原則として別

表２に定めるＡ～Ｅの格付区分に応じて，次の各号により実施するものとす

る。ただし，新たに設立された法人に対する一般監査は，設立年度または次

年度において実施する。 

  (1) 「Ａ」および「Ｂ」格付の法人については，１年に１回以上実施する。 

  (2) 「Ｃ」格付の法人については，３年に１回以上実施する。 

  (3) 「Ｄ」格付の法人については，４年に１回以上実施する。 

  (4) 「Ｅ」格付の法人については，５年に１回以上実施する。 

３ 施設の一般監査は，原則として，老人福祉施設については３年に１回、そ

の他の施設については毎年度１回，実地により実施する。 

４ 前項の規定にかかわらず，前年度の施設に対する指導監査の結果，施設基
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準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が認められなかった施設

については，次の各号に定めるところにより一般監査を実施または実施を省

略することができる。 

(1) 別表１に掲げる生活保護法関係の施設および障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律関係の施設（障害者支援施設に限る。）

は，一般監査の実施を省略することができる。 

(2) 別表１に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（障害者支援施設を除く。）および社会福祉法関係の施設は，一般

監査の実施を書面による審査に代えることができる。 

(3) 児童福祉施設については，原則として毎年度１回実地により実施するこ

ととするが，指導監査の手法および監査事項については，前回の指導監査

結果および運営法人の状況等を考慮して弾力的な指導監査を行うことも

可能とする。 

５ 前項の規定にかかわらず，法人および法人が運営する施設の一般監査の実

施の周期が異なる場合において，これらの監査を併せて実施することが効果

的と認められるときは，監査の実施の周期が３年に１回を超えない範囲にお

いて，法人と施設の監査を併せて実施するものとする。 

（特別監査） 

第５条 特別監査は，社会的に許容されない不祥事の発生など，特に問題があ

ると認められる法人等に対して，重点的かつ継続的に実地で行う指導監査で

あり，必要に応じて随時実施するものとする。 

 （一般監査の実施計画） 

第６条 一般監査の実施計画は，国の指導監査方針，市の社会福祉行政のあり

方および指導監査結果等を考慮し策定するものとする。 

（指導監査事項の省略） 

第７条 法第３６条第２項及び法第３７条の規定に基づき会計監査人を設置し

ている法人並びに法第４５条の１９に規定する会計監査人による監査に準

ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監

査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記

載されている場合には、法人等の監査において，「社会福祉法人指導監査実

施要綱の制定について」（平成２９年４月２７日付け雇児発０４２７第７

号・社援発０４２７第１号・老発０４２７第１号厚生労働省雇用均等・児童
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家庭局長，社会・援護局長，老健局長連名通知）の別紙「指導監査ガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。）のⅢ「管理」の３「会計管理」に

関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定

付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善

のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するも

のとする。 

３ 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に

関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門

家が当該支援を踏まえて作成する書類により、会計管理に関する事務処理の

適正性が確保されていると判断できる場合には、法人等の監査において，ガ

イドラインのⅢ「管理」の３「会計管理」に掲げる監査事項を省略すること

ができる。 

  （指導監査の実施通知） 

第８条 実地による指導監査の実施に当たっては，法人等に対して，指導監査

の根拠規定，日時，場所，指導監査担当者および準備すべき書類等を通知す

るものとする。 

  なお，実施計画に基づく一般監査においては，原則として１箇月前までに

通知するものとする。 

  （一般監査の調書等） 

第９条 前条の実施計画に基づく一般監査の通知時には，「社会福祉法人・社

会福祉施設運営調書」（以下「調書」という。）を併せて送付し，事前に当

該法人等から提出させるものとする。 

２ 北海道と連携し，指導監査を行う施設については，事前に日時等を協議し

実施するものとする。 

 （指導監査の実施方法） 

第 10 条 指導監査は，原則として職員２名以上で実施するものとする。 

２ 指導監査は，調書に基づく各項目について，法人の役職員，施設長および

施設職員等から状況を聴取するとともに，関係書類および施設状況を確認し

実施することとし，具体的な方法については別に定めるものとする。 

  （講評） 

第 11 条 指導監査に当たる職員は，実地の指導監査の終了後，改善を要すると

認められる事項等について講評を行うものとする。 
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 （指導監査結果の通知等） 

第 12 条 指導監査の結果，改善を要する事項が認められるときは，次の各号に

より定める文書指導，口頭指導および助言の区分を明示し，原則として１箇

月以内に法人等に通知するものとする。 

(1)文書指導 法令または通知等の違反が認められる事項。 

(2)口頭指導 法令または通知等の違反が認められるが，違反の程度が軽微

である場合または違反について文書指導を行わずとも改善が見込まれる

場合。 

(3)助言 法令または通知等に違反が認められない場合でも，法人等の運営

に資すると考えられる事項。 

 （改善等の指示） 

第 13 条 文書指導および口頭指導とした事項については，通知後２箇月以内に

改善状況に関する報告書を求めるとともに，必要に応じて改善状況を確認す

るために実地による調査等を実施するものとする。 

２ 指導監査結果については，函館市社会福祉法人および社会福祉施設の指導

監査結果等に係る情報公開実施要綱に基づき公開するものとする。 

３ 文書指導とした事項について，度重なる指導にも関わらず改善されないと

きは，社会福祉法または社会福祉各法に基づき改善勧告または改善命令を行

うなど厳正に対処するものとする。 

４ 社会的に許容されない不祥事に係るものについては，当該不祥事の当事者，

法人の責任者，施設管理者等の社会的責任を明確にするため，関係者の氏名

の公表等を検討するものとする。 

  （指導監査結果） 

第 14 条 指導監査の結果は，法人等ごとに別表２に掲げる格付に区分し，これ

を第６条に規定する実施計画の策定の参考とするものとする。 

  （指導監査の実施体制） 

第 15 条 指導監査の実施に当たっては，老人福祉，障害福祉，生活保護および

児童福祉の関係課（以下「関係事業課」という。）と指導監査課が事前に十

分に連絡調整を行い，指導監査を実施するものとする。 

２ 指導監査の円滑な実施とその実効性を図るため，指導監査課および関係事

業課の課長で構成する指導監査連絡会議を設置する。 

 （補則） 
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第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

    

 

附 則 

 この要綱は，平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成１９年７月２日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２２年８月３日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２４年２月１０日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２４年６月２０日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２４年８月７日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則  

  この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は，平成２９年５月１１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 
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別表１ 

 

指 導 監 査 対 象 施 設 一 覧                  

区  分 施 設 の 種 類        

 生活保護法関係 

 

 ・救護施設 

 ・授産施設 

 老人福祉法関係 

 

 

 ・養護老人ホーム 

 ・特別養護老人ホーム 

 ・軽費老人ホーム 

障害者の日常生活及び社 

会生活を総合的に支援す 

るための法律関係 

 ・障害者支援施設 

 ・福祉ホーム 

 児童福祉法関係 

 

 ・母子生活支援施設 

 ・保育所 

就学前の子どもに関する 

教育，保育等の総合的な 

提供の推進に関する法律 

関係 

 ・幼保連携型認定こども園 

 社会福祉法関係 

 

 ・無料低額診療事業 

 ・無料低額介護老人保健施設 
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別表２ 

社会福祉法人および社会福祉施設の指導監査格付基準 

格付区分 基       準 

Ａ 

 

法人等の運営上，特に問題があり，現在なお十分な改善がなさ

れているとは認められず，重点的かつ継続的に指導を行うことが

必要と認められた次の事項に該当する法人等 

１ 文書指導し，改善状況に関する報告を確認の結果，継続し

て確認および指導が必要と認められた法人等 

２ 特別監査を実施し，その結果，継続して確認および指導が

必要と認められた法人等 

３ 財政の悪化および再建中の法人 

Ｂ 次に掲げる項目に該当する法人および施設 

 １ 文書指導し，改善状況に関する報告を確認の結果，改善が

認められた法人等 

２ 特別監査を実施し，その結果，改善が認められた法人等 

 ３ 財政の悪化および再建中の法人（改善の方向にあるもの） 

Ｃ 

 

以下の事項を満たす法人等 

ア 法人等の運営について、法令及び通知に照らし、特に大き

な問題が認められないこと。 

イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基

準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が認められ

ないこと。 

Ｄ Ｃの要件を満たし，かつ以下のいずれかの事項を満たす法人等 

ア 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人（以下「専

門家」という。）による財務会計に関する内部統制の向上に対

する支援または財務会計に関する事務処理体制の向上に対す

る支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作

成する書類が提出された場合 

イ 苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれ

かの場合に該当し，良質かつ適切な福祉サービスの提供に努め

ていると判断できる場合 

ⅰ 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について

公表を行い、サービスの質の向上に努めていること（一部の

経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合

においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。）又

はISO9001の認証取得施設を有していること。 

ⅱ 地域社会に開かれた事業運営が行われていること（例えば、

福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入

れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に

行われていること等。）。 

ⅲ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に

取り組んでいること。 
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格付区分 基       準 

Ｅ Ｃの要件を満たし，かつ以下のいずれかの事項を満たす法人等 

ア 社会福祉法第36 条第２項及び法第37 条の規定に基づき会

計監査人を設置している法人において、法第45 条の19 第１

項及び社会福祉法施行規則（昭和26 年厚生省令第28号。以下

「規則」という。）第２条の30 の規定に基づき作成される会

計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限

定付適正意見」（除外事項について改善されたことが確認で

きる場合に限る。）が記載された場合 

イ 会計監査人を設置していない法人において、社会福祉法第

45 条の19 の規定による会計監査人による監査に準ずる監査

（会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人

との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計

監査人による監査と同等のものと考えられる監査。以下同

じ。）が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告

に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正

意見」（除外事項について改善されたことが確認できる場合

に限る。）が記載された場合 

 


